
介護支援専門員(ケアマネジャー) 
 
  「介護保険法」に規定された専門職で、居宅介護支援事業所や介護保険施設に必置とされている職種

で、一般にケアマネジャー（略してケアマネ）とも呼ばれており、ケアプラン(介護サービス計画)作成等

を行う専門職の公的資格です。 

 

■おもな就職先・仕事内容 

  居宅介護支援事業所（ケアプラン作成機関）や介護保険施設（特別養護老人ホーム、介護老人保健施

設、療養病床等）においてケアプラン作成等を行い、要介護(要支援)者が自立した日常生活を送ること

ができるように支援します。 

 

■資格の取り方  

  厚生労働省令で定める実務の経験を有し、介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、かつ、介護支

援専門員実務研修の課程を修了することで、介護支援専門員として登録をすることができます。 

 

■介護支援専門員として業務に就くまでの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護支援専門員実務研修受講試験 

介護支援専門員実務研修 

研修修了証明書の交付 

都道府県への登録・申請 

介護支援専門員証の交付 

業務の実施 

・介護支援専門員の業務に関する知識や技術の確認 

・都道府県により実施 

・居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に 

関する専門的知識及び技術の修得 

・研修時間：87 時間 

・受講料：54,000 円（別途、テキスト代・実習費等が必要） 



★ 2018（平成 30）年度より受験資格の要件が変更されています 

 

１．受験地要件 
   （１）受験申込書を提出する時点において、受験資格に該当する業務に従事している場合、 

その勤務地が広島県である者。 

 

（２）受験申込書を提出する時点において、受験資格に該当する業務に従事していない場合、 

住所地※が広島県である者。 

※住所地とは、住民票所在地のことです。 

  

２．実務経験要件 

 

 

 

 

 

 

 

 
※対象業務等の詳細については、令和７年度広島県介護支援専門員実務研修受講試験「受験の手引」で 

確認してください。 

 

■広島県の試験概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

発行元                  

広島県社会福祉人材育成センター 

ＴＥＬ 082-256-4848 

令和７年７月 

 

【試験(出願)分野】   

＜介護支援分野＞ 
介護保険制度の基礎知識、要介護認定等の基礎知識、居宅・施設サービス計画の基礎知識等 

＜保健医療福祉サービス分野＞ 
保健医療サービスの知識等、福祉サービスの知識等 

【出題方式】 五肢複択方式 

【筆記試験】 2025(令和 7)年 10 月 12 日（日） 10：00～12：00（120 分） 

【試験結果】 2025(令和 7)年 11 月 25 日（火） １０時 

 

 

～広島県の試験に関する問合せ先～ 

（社福）広島県社会福祉協議会  

介護支援専門員実務研修受講試験窓口（社会福祉研修センター） 

〒732-0816 広島市南区比治山本町 12-2 

＜試験案内用電話＞ （082）505-2070 

ア 法定資格を有する人（当該資格に基づく対人援助業務） 

イ 相談援助業務に従事する人 
 

（例）介護老人福祉施設の生活相談員 
介護老人保健施設の支援相談員 
障害児相談支援施設の相談支援専門員 
生活困窮者自立相談支援事業の主任相談支援員 

 
従事期間が通算して 5 年以上 
 
かつ 
 
従事日数 900 日以上 
 
（ア、イの期間は通算できます） 


